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平成２７年清瀬市議会第１回臨時会 
（１）市長提出議案 

議案番号等 議  案  名  等 概              要 
議決日 

結 果 

議    案 

第 ３ ３ 号 

専 決 処 分 の 報 告 に つ い て

（清瀬市市税条例等の一部

を改正する条例 ) 

去る３月 31 日に公布された地方税法等の一部を

改正する法律(平成 27 年法律第２号)の施行に伴

い、清瀬市市税条例等の一部を改正する条例(平成

27 年清瀬市条例第 14 号)を地方自治法第 179 条第１

項の規定により専決処分したので、同法同条第３

項の規定により議会に報告するとともに、承認を

求めるものです。 

  

主な内容 

１ 専決処分番号       平成 27 年第４号 

２ 専決処分日      平成 27 年３月 31 日 

３ 主な改正内容 

（１）ふるさと納税のワンストップ化を新設 

「ふるさと納税」の寄附に係る住民税所得

 割の特例控除限度額を、一割から二割に相当

 する額に引き上げます。また、給与所得者等

 が寄附を行う場合は、確定申告をすることな

 く税控除を受けられる「ふるさと納税ワンス

 トップ特例制度」を創設します。 

（２）二輪車等への新税率適用開始を１年間延期 

平成 27 年４月１日までに取得した原動機付

 自転車等に賦課する軽自動車税の新税率につ

 いて、軽四輪車との課税の均衡を図るため、

 適用を一年延期して平成 28 年度分以後からと

 します。 

（３）土地に係る税の負担調整措置の特例を３年間  

延長 

   宅地等の負担調整措置の特例を平成 29 年度  

まで延長し、土地税額の急激な上昇を抑える  

ようにします。 

（４）サービス付き高齢者向け賃貸住宅の固定資  

産税を減額（わがまち特例） 

   新築したサービス付き高齢者向け賃貸住宅  

に賦課する固定資産税の減額措置を、実質２  

年間延長します。 

 

継 続 審 査 

 

議    案 

第 ３ ４ 号 

専 決 処 分 の 報 告 に つ い て

（清瀬市都市計画税条例の

一部を改正する条例 ) 

去る３月31日に公布された地方税法等の一部を

改正する法律(平成27年法律第２号)の施行に伴

い、清瀬市都市計画税条例の一部を改正する条例

(平成27年清瀬市条例第15号)を地方自治法第179条

第１項の規定により専決処分したので、同法同条

継 続 審 査 
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第３項の規定により議会に報告するとともに、承

認を求めるものです。 

 主な内容 

１ 専決処分番号       平成27年第５号 

２ 専決処分日       平成27年３月31日 

３ 主な改正内容 

（１）土地に係る税の負担調整措置の特例を３年間

 延長 

宅地等の負担調整措置の特例を平成29年度 

 まで延長し、土地税額の急激な上昇を抑える  

 ようにします。 

 

議    案 

第 ３ ５ 号 

専 決 処 分 の 報 告 に つ い て

（清瀬市国民健康保険税条

例の一部を改正する条例 ) 

去る３月31日に公布された地方税法施行令等の

一部を改正する政令(平成27年政令第161号)の施行

に伴い、清瀬市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例（平成27年清瀬市条例第16号)を地方自治

法第179条第１項の規定により専決処分したので、

同法同条第３項の規定により議会に報告するとと

もに、承認を求めるものです。 

主な内容 

１ 専決処分番号        平成27年第６号 

２ 専決処分日        平成27年３月31日 

３ 主な改正内容 

低所得者の国民健康保険税の軽減措置を拡大 

 するため、国民健康保険税の５割軽減及び２割軽 

 減世帯の軽減判定所得を引き上げます(５割軽減 

 判定所得＝24万５千円→26万円、２割軽減判定所 

 得＝45万円→47万円)。 

 

継 続 審 査 

議    案 

第 ３ ６ 号 

清瀬市監査委員の選任につ

いて 

市議会議員から選出する清瀬市監査委員の任期

が満了を迎えたため、地方自治法第196条第１項の

規定により、新たに市長が清瀬市監査委員を選任

する必要があることから、選任にあたって同条同

項の規定により議会の同意を求めるものです。 

 

5月21日 

同 意 


